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岡
山
県
県
産
材
利
用
促
進
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
条
例
第
三
十
号

岡
山
県
県
産
材
利
用
促
進
条
例

木
材
は
、
快
適
で
健
康
的
な
空
間
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
再
生
可
能
な
循
環
型
資
源
で

あ
る
。

ま
た
、
木
材
を
供
給
す
る
森
林
は
、
木
材
の
生
産
、
水
源
の
涵
養
、
洪
水
及
び
土
砂
崩
れ
の
防
止
、
地
球
温
暖
化
の

か
ん

防
止
、
生
物
多
様
性
の
保
全
等
の
様
々
な
機
能
を
有
し
、
快
適
な
生
活
環
境
の
創
造
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
木
材
価
格
が
長
期
的
に
低
迷
す
る
中
、
森
林
所
有
者
の
経
営
意
欲
は
低
下
し
、
森
林
が
適
正
に
整
備
さ
れ

ず
、
木
材
の
安
定
供
給
へ
の
影
響
及
び
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
県
内
の
ヒ
ノ
キ
等
の
人
工
林
は
、
本
格
的
な
利
用
期
を
迎
え
て
い
る
も
の
が
多
く
、
建
築
、
土
木
、
家
具
、

建
具
そ
の
他
従
来
か
ら
の
用
途
に
加
え
、
新
た
な
用
途
開
発
及
び
販
路
拡
大
へ
の
取
組
も
進
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
豊
富
な
森
林
資
源
の
循
環
利
用
に
よ
る
林
業
の
成
長
産
業
化
の
実
現
に
向
け
て
、
今
後
と
も
、
森
林

と
の
関
わ
り
を
深
め
な
が
ら
、
森
林
か
ら
多
く
の
恵
み
を
享
受
す
る
と
と
も
に
、
県
民
の
貴
重
な
財
産
で
あ
る
県
内
の

森
林
を
よ
り
良
い
姿
で
次
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
は
、
公
共
施
設
の
木
造
化
及
び
木
質
化
は
も
と
よ
り
、
県
産
材

を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
に
、
県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
必
要

な
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）こ

の
条
例
は
、
県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と

第
一
条

と
も
に
、
県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
総
合

的
に
推
進
し
、
健
全
な
森
林
の
育
成
並
び
に
林
業
及
び
木
材
産
業
の
持
続
的
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
定
義
）こ

の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条

一

県
産
材

県
内
で
生
産
さ
れ
た
木
材
を
い
う
。

二

県
産
材
の
利
用

建
築
材
料
、
工
作
物
の
資
材
、
製
品
の
原
材
料
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
県
産
材
を
使
用

す
る
こ
と
並
び
に
県
産
材
が
使
用
さ
れ
た
木
製
品
を
使
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

県
産
材
の
利
用
の
促
進
は

県
産
材
の
積
極
的
な
活
用
を
通
じ
た
森
林
資
源
の
循
環
利
用
に
よ
り

水
源
の
涵

第
三
条

、

、

か
ん

養
、
県
土
の
保
全
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
そ
の
他
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
と
と
も
に
、
環
境
へ

の
負
荷
の
少
な
い
循
環
型
社
会
の
形
成
に
資
す
る
よ
う
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）
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県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う

）
に
の
っ
と
り
、
県
産
材
の
利
用
の
促

第
四
条

。

進
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
等
の
理
解
及
び
協
力
）

県
民
及
び
事
業
者
は
、
県
産
材
の
利
用
の
促
進
が
県
内
の
林
業
を
活
性
化
さ
せ
、
森
林
の
適
切
な
管
理
を
促

第
五
条

進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
日
常
生
活
及
び
事
業
活
動
を

通
じ
て
、
県
産
材
の
利
用
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
事
業
者
相
互
の
連
携
及
び
協
力
）

林
業
、
木
材
の
製
造
若
し
く
は
流
通
又
は
建
築
物
の
設
計
若
し
く
は
施
工
に
関
す
る
事
業
を
営
む
者
（
以
下

第
六
条

「
関
係
事
業
者
」
と
い
う

）
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
産
材
の
利
用
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
連
携

。

を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
指
針
の
策
定
）

知
事
は
、
県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
県
産
材
の
利
用
の
促
進
に

第
七
条

関
す
る
指
針
（
以
下
「
指
針
」
と
い
う

）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

。

２

指
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
事
項

二

県
産
材
の
利
用
に
関
す
る
目
標

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
針
を
策
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
市
町

村
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
森
林
、
林
業
、
木
材
産
業
及
び
木
材
の
利
用
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
並
び
に

県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
自
ら
行
う
評
価
を
踏
ま
え
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
指
針
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

５

第
三
項
の
規
定
は
、
指
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
推
進
体
制
の
整
備
）

県
は
、
県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
県
、
市
町
村
、
森
林
所
有
者

第
八
条

（
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
森
林
所
有
者
を
い
う

、
関

。
）

係
事
業
者
等
が
意
見
を
交
換
し
、
相
互
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
に
対
す
る
協
力
）

県
は
、
市
町
村
が
県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

第
九
条

情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
施
策
の
実
施
状
況
の
公
表
）

県
は
、
毎
年
、
県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
県
の
施
策
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岡
山
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
条
例
第
三
十
一
号

岡
山
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岡
山
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
項
に
」
を
「
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む

）
に
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
三
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に

。

改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
第
二
十
九
条
の
項
中
「
又
は
情
報
提
供
者
」
を
「
若
し
く
は
情
報
提
供
者
又
は
同
条
第
八
号

に
規
定
す
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会
者
若
し
く
は
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者

に

第
二
項

を

第
二
項

こ

」

、「

」

「

（

れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

」
に
改
め
る
。

。
）

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
解

説
）

◎

岡
山
県
県
産
材
利
用
促
進
条
例
に
つ
い
て

県
産
材
の
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
産
材
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
健
全

な
森
林
の
育
成
並
び
に
林
業
及
び
木
材
産
業
の
持
続
的
な
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

◎

岡
山
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
情

報
提
供
等
記
録
の
訂
正
等
を
し
た
場
合
の
通
知
先
に
、
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会
者
及
び
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供

者
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
等
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
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